
ヨ
第
４
条
の
３
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
立

















体
商
標
を
図
又
は
写
真
に
よ
つ
て
記
載
す


















る
と
き
は
、
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す


















る
立
体
的
形
状
（
文
字
、
図
形
、
記
号
若


















し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
と
の
結


















合
を
含
む
。）及
び
商
標
を
構
成
し
な
い
そ


















の
他
の
部
分
を
表
示
す
る
た
め
の
線
、点
、


















そ
の
他
の
も
の
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き


















る
。
こ
の
場
合
は
、
当
該
記
載
に
よ
り
ど


















の
よ
う
に
当
該
立
体
的
形
状
が
特
定
さ
れ


















る
の
か
を「【
商
標
の
詳
細
な
説
明
】」の
欄


















に
記
載
す
る
。








［
新
設
］

タ
～
ネ
［
略
］

ヨ
～
ツ
［
略
］

８
第
４
条
、
第
４
条
の
２
、
第
４
条
の
３






、

第
４
条
の
４
又
は
第
４
条
の
６
の
規
定
に
よ

り
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
写

真
に
よ
つ
て
記
載
す
る
と
き
は
、
次
の
要
領

に
よ
る
。

８
第
４
条
、
第
４
条
の
２
、
第
４
条
の
３
第








１
項


、
第
４
条
の
４
又
は
第
４
条
の
６
の
規

定
に
よ
り
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商

標
を
写
真
に
よ
つ
て
記
載
す
る
と
き
は
、
次

の
要
領
に
よ
る
。

イ
～
ハ
［
略
］

イ
～
ハ
［
略
］

９
～
15
［
略
］

９
～
15
［
略
］

16
商
標
法
第
５
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
商

標
の
詳
細
な
説
明
を
記
載
す
る
と
き
は
、

「【
動
き
商
標
】」、「【

ホ
ロ
グ
ラ
ム
商
標
】」、

「【
立
体
商
標
】」、








 「【

色
彩
の
み
か
ら
な
る

商
標
】」、「【

音
商
標
】」又
は「【
位
置
商
標
】」

の
欄
の
次
に「【
商
標
の
詳
細
な
説
明
】」の
欄

を
設
け
て
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
第
４
条
の

８
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
商
標
以
外
の
商
標

の
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
願
書
に
は
、

「【
商
標
の
詳
細
な
説
明
】」の

欄
を
設
け
て

は
な
ら
な
い
。

16
商
標
法
第
５
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
商

標
の
詳
細
な
説
明
を
記
載
す
る
と
き
は
、

「【
動
き
商
標
】」、「【

ホ
ロ
グ
ラ
ム
商
標
】」、

「【
色
彩
の
み
か
ら
な
る
商
標
】」、「【

音
商

標
】」又
は「【
位
置
商
標
】」の
欄
の
次
に「【
商

標
の
詳
細
な
説
明
】」の
欄
を
設
け
て
記
載
す

る
。
た
だ
し
、
第
４
条
の
８
第
１
項
各
号
に

掲
げ
る
商
標
以
外
の
商
標
の
商
標
登
録
出
願

に
つ
い
て
の
願
書
に
は
、「【
商
標
の
詳
細
な

説
明
】」の
欄
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

17～
47
［
略
］

17～
47
［
略
］

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
商
標
登
録
出
願
及
び
防
護
標
章
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
一
条

令
和
二
年
に
お
け
る
特
定
放
射
性
廃
棄
物

の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
一
条

第
三
項
の
単
位
数
量
当
た
り
の
第
一
種
最
終
処
分

業
務
に
必
要
な
金
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。

第
一
条

平
成
三
十
一
年
に
お
け
る
特
定
放
射
性
廃

棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十

一
条
第
三
項
の
単
位
数
量
当
た
り
の
第
一
種
最
終

処
分
業
務
に
必
要
な
金
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

原
子
力
発
電
環
境
整

備
機
構
の
名
称

単
位
数
量
当
た
り
の

第
一
種
最
終
処
分
業

務
に
必
要
な
金
額

原
子
力
発
電
環
境
整

備
機
構
の
名
称

単
位
数
量
当
た
り
の

第
一
種
最
終
処
分
業

務
に
必
要
な
金
額

原
子
力
発
電
環
境
整

備
機
構

残
存
物
を
固
型
化
し

た
物
又
は
法
第
二
条

第
五
項
第
四
号
に
掲

げ
る
残
存
す
る
物
を

固
型
化
し
た
物
一
個

当
た
り
一
億
六
百
七

万
二
千
円

原
子
力
発
電
環
境
整

備
機
構

残
存
物
を
固
型
化
し

た
物
又
は
法
第
二
条

第
五
項
第
四
号
に
掲

げ
る
残
存
す
る
物
を

固
型
化
し
た
物
一
個

当
た
り
九
千
六
百
十

万
九
千
円

第
二
条

令
和
二
年
に
お
け
る
法
第
十
一
条
の
二
第

三
項
の
単
位
数
量
当
た
り
の
第
二
種
最
終
処
分
業

務
に
必
要
な
金
額
は
、次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

平
成
三
十
一
年
に
お
け
る
法
第
十
一
条
の

二
第
三
項
の
単
位
数
量
当
た
り
の
第
二
種
最
終
処

分
業
務
に
必
要
な
金
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。

原
子
力
発
電
環
境
整

備
機
構
の
名
称

単
位
数
量
当
た
り
の

第
二
種
最
終
処
分
業

務
に
必
要
な
金
額

原
子
力
発
電
環
境
整

備
機
構
の
名
称

単
位
数
量
当
た
り
の

第
二
種
最
終
処
分
業

務
に
必
要
な
金
額

原
子
力
発
電
環
境
整

備
機
構

第
二
種
特
定
放
射
性

廃
棄
物
一
立
方
メ
ー

ト
ル
当
た
り
四
千
四

百
九
十
四
万
三
千
円

原
子
力
発
電
環
境
整

備
機
構

第
二
種
特
定
放
射
性

廃
棄
物
一
立
方
メ
ー

ト
ル
当
た
り
四
千
二

百
九
十
一
万
四
千
円

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
九
号

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十

一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
三
項
の
単
位
数

量
当
た
り
の
第
一
種
最
終
処
分
業
務
に
必
要
な
金
額
及
び
同
法
第
十
一
条
の
二
第
三
項
の
単
位
数
量
当
た
り
の
第
二
種

最
終
処
分
業
務
に
必
要
な
金
額
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
十
四
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
三
項
の
単
位
数
量
当
た
り
の
第
一
種
最
終
処
分

業
務
に
必
要
な
金
額
及
び
同
法
第
十
一
条
の
二
第
三
項
の
単
位
数
量
当
た
り
の
第
二
種
最
終
処
分
業
務
に
必
要

な
金
額
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
三
項
の
単
位
数
量
当
た
り
の
第
一
種
最
終
処
分
業
務

に
必
要
な
金
額
及
び
同
法
第
十
一
条
の
二
第
三
項
の
単
位
数
量
当
た
り
の
第
二
種
最
終
処
分
業
務
に
必
要
な
金
額
を
定

め
る
省
令
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
三
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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